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海外渡航透析患者へ紹介状作成時の注意について（注意喚起） 

  
 平素より当会の運営にご協⼒を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 現在、臓器移植法違反（無許可あっせん）事例が報道されています。臓器移植に当たって
は臓器取引や臓器摘出のための⼈⾝取引、貧しく弱い⽴場の⼈々から臓器を購うために海
外に赴く患者など、数多くの事例が報告され、この⾮倫理的な⾏為に対し、「臓器取引（organ 
trafficking）、 臓器摘出のための⼈⾝取引（trafficking in persons for the purpose of organ 
removal）、移植のための渡航(travel for transplantation) 、移植ツーリズム（transplant 
tourism）は⾮倫理的であり、臓器提供と臓器移植の⾃給⾃⾜(self-sufficiency in organ 
donation and transplantation)、 臓器提供における⾦銭的中⽴性（financial neutrality in organ 
donation）が守られるべき」とされるイスタンブール宣⾔が発出されています。⽇本でも本
宣⾔（イスタンブール宣⾔ 2018 版）を 5 学会（⽇本移植学会、⽇本臨床腎移植学会、⽇本
内科学会、⽇本腎臓学会、⽇本透析医学会）で承認する旨の共同声明が 2022 年 12 ⽉ 27 ⽇
に発出されました。 

会員の先⽣⽅におかれましては、患者のみならず医療者を法令から守るためにも、渡航移
植が疑われる事例においては、安易な紹介状を作成されないよう、注意を喚起させていただ
きます。 
 
 
 



 

 

臓器取引と移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言  

2018年版 

（日本語訳 20180806） 

 

序  言 

 

20 世紀の最大の医学的サクセスストーリーの一つである臓器移植は、世界中で数十万人の

患者の命を伸ばし、その生活の質を改善してきた。ドナーとその家族による数え切れないほ

どの寛大な行為とひたむきに努力してきた医療専門職による多くの重要な科学的・臨床的

進歩によって、臓器移植は救命治療としてだけでなく、人間同士の連帯の象徴となった。し

かしながら、このような功績も臓器取引や臓器摘出のための人身取引、また貧しく弱い立場

の人々から臓器を購うために海外に赴く患者など、数多くの事例によって汚されてきた。

2007 年、世界の臓器移植数の 10％がこのような行為に関わったものと推定された。［1］ 

 

 

このような非倫理的な行為による喫緊で拡大する問題に取り組むため、国際移植学会（TTS）

および国際腎臓学会（ISN）は 2008 年 4 月にイスタンブールでサミット会議を開催した。

ここで科学あるいは医学団体の代表者、政府関係者、社会科学者、倫理学者など 151 名が

イスタンブール宣言に合意し［2］、以後 135 ヵ国以上の国の臓器移植関連医学会や国際的

医学会、政府機関によって支持されてきた。 

 

イスタンブール宣言は、移植の恩恵は、世界中の貧しく弱い立場にある人たちに危害をもた

らす非倫理的行為や搾取的な行為に依存することなく、最大化され、公平に、それを必要と

する人々に分配されなければならないという、臓器提供や臓器移植の専門家と関連分野の

同士たちの決意を表明するものである。イスタンブール宣言は、以上の目標を共有する専門

家や政策立案者の倫理的な手引きとなることをも目的としている。このようにして、イスタ

ンブール宣言は、医療界、各国保健機関、 そして、WHO［3］、国際連合 ［4，5］、欧州評

議会［6-8］などの国際機関の、臓器提供や移植に関する倫理プログラム開発を支援し、臓

器取引と移植ツーリズムを防止する努力を補完するものである。2008 年以降に世界各国に

見られた著しい進歩はこれらの努力の賜物であった。 

 

イスタンブール宣言を広め、臓器取引や移植ツーリズムに関連した新たな課題に対応する

ために TTS と ISN は 2010 年に Declaration of Istanbul Custodian Group（DICG）を創

設した。臨床的、法的、社会的な変化を遂げた移植分野に対応する宣言に改定するために、

DICG は 2018 年 2 月から 5 月の間に全ての関係者に開かれた広範にわたる協議を行なっ
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た。2018 年 7 月にマドリードで開催された TTS の国際学会においてその協議内容の結果

を公表し、検討を経て当書にある通り採択された。 

 

イスタンブール宣言は全体を通して読まれるべきで、それぞれの原則は等しく重要な他の

原則も考慮して適応されるべきである。添付された解説は、イスタンブール宣言の内容を詳

しく説明し、実施方法を提案している。 

 

定  義 

この文書において、下記の用語は次のような意味である。 

臓器取引（organ trafficking）とは下記の行為全てを含む。 

（a）正当な同意や許可なく生体あるいは死体ドナーから臓器を摘出すること。またドナー

と第三者、ドナー又は第三者に対する金銭あるいは金銭に相当する利益と引き換えに

臓器を摘出すること。 

（b）それらの臓器の移送、処置、移植またはその他の用途に用いること。 

（c）それらの臓器の摘出・使用を促進しまたは実行させるために、医療従事者、行政職員

あるいは民間団体職員に不当な利益を提示すること、あるいは医療従事者、行政職員あ

るいは民間団体職員が不当な利益を要求すること。 

（d）金銭の授受やそれに相当する利益を提供する前提でドナーやレシピエントを勧誘、募

集すること 

（e）上記のいかなる行為の試み、援助、扇動。 

 

臓器摘出のための人身取引（trafficking in persons for the purpose of organ removal）は、

脅迫、暴力、その他の方法による強制力の行使、誘拐、詐欺、欺罔、権力もしくは弱者の状

況の悪用、人を支配する立場の者の同意を得るための金銭や利益の供与、受領などの手段で、

移植用臓器の摘出目的でなされる人の調達、輸送、譲渡、保管または受領をいう。 

 

イスタンブール宣言における住民＝residentとは、その国で生活している人を指しており、

国民であるかは問わない。非住民=non-resident とは、その国の住民ではない全ての人を指

し、移植目的での旅行者や一時的な居住者も含まれる。 

 

移植のための渡航(travel for transplantation)とは、臓器移植の目的のために国境を越え

て移動することをいう。臓器摘出目的での人身取引や人の臓器取引が移植のための渡航に

関係する場合、あるいは臓器移植資源（臓器、専門家、移植施設）が非住民に回されたた

めに自国民の移植医療の機会が減少したりする場合は移植ツーリズム（transplant 

tourism）であり、非倫理的である。 
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臓器提供と臓器移植の自給自足(self-sufficiency in organ donation and transplantation)と

は、自国内で提供された臓器医療サービス、自国住民から提供された臓器、または公正に他

国や地域から提供された臓器を使用することによって、その国の臓器移植のニーズが満た

されることをいう。 

 

臓器提供における金銭的中立性（financial neutrality in organ donation）とはドナーやそ

の家族が臓器を提供したことの結果、金銭の損失や獲得がないことを意味する。 

 

 

脚注 

1. この定義は欧州評議会のConvention on Trafficking in Human Organs(2015). [8]に由来する。 

2. この定義はProtocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, 

Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against 

Transnational Organized Crime (2000). [4]に由来する。上記のプロトコルによると人身取引被害者の

「同意」がここにあるいずれかの手段で得られた場合、同意は無効である。 

3. 当書におけるjurisdictionとは、国だけでなく州や郡その他国内の地域や地方、そして2国以上の地域

などの臓器提供や臓器移植を規制する法的権限を持つ管轄のことを指す。 
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原  則 

1. 各国政府は臓器不全の予防や治療に対し、自国民の医療のニーズに見合う倫理的、 

臨床的に健全な事業を計画し実行すべきである。 

 

2. ドナーとレシピエントに最適なケアを施すことは、臓器移植の政策とプログラムの

第一目標されるべきである。 

 

3. 人の臓器の取引や臓器摘出のための人身取引は禁止され、犯罪とされるべきである。 

 

4. 臓器提供は金銭的に中立な行為であるべきである。 

 

5. すべての国または管轄区域は、死体ドナーと生体ドナーからの臓器摘出と臓器移植

が国際的基準を満たすように管理するために、法律や規制を計画し実行すべきであ

る。 

 

6. すべての管轄区域の担当官庁は、標準化、追跡可能性、透明性、品質、安全性、公

平性および公衆の信頼を確保するために、臓器提供、配分および移植医療を監督し、

責任を負うべきである。 

 

7. 移植医療と、死体ドナーからの摘出臓器を受ける権利は、その国の住民全てが平等

に有すべきである。 

 

8. 移植される臓器は、臨床基準および倫理規範に則った客観的で、差別のない、かつ

外的に正当性の認められる透明性のあるルールに準拠し、国内もしくは管轄区域内

において公平に分配されるべきである。 

 

9. 医療従事者や保健医療施設は、臓器取引や臓器摘出のための人身取引や移植ツーリ

ズムの防止や対処を支援すべきである。 

 

10. 各国政府や医療従事者は自国住民の移植ツーリズムへの関与を予防、阻止する方策

を実行すべきである。 

 

11. 各国は臓器提供と臓器移植の自給自足の達成に努めるべきである。参考文献 
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